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医療用麻薬適正使用ガイダンスの改訂等について  

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  

今般、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課より、事務連絡「医療用麻薬適

正使用ガイダンスの改訂等について」が発出されました。 

本ガイダンスは、臨床における適切な緩和医療の積極的な実施とその際の医療

用麻薬の管理のための簡便なマニュアルとして、また、日常の診療の場で必要な

事柄が容易に確認でき、活用できるよう厚生労働省により作成されているものあ

り、今般、本ガイダンスが改訂されるとともに、マニュアル 2 点が作成され、下

記の通り、厚生労働省ホームページに掲載されました。  

つきましては、貴都道府県医師会におかれましても本件の周知に関しまして、

ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。  

追って、貴都道府県医師会において印刷物をご入り用の場合には、各冊子 2 部

までご送付させていただきますので、本会医療技術課宛てにメールまたは別添の

返信用 FAX 用紙にてお知らせください。 

記 

• 医療用麻薬適正使用ガイダンス 令和 6 年 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001245820.pdf 

• がんの痛みの治療における医療用麻薬の自己管理マニュアル～医療従事者の

役割～ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001245822.pdf 

• がんの痛みの治療における医療用麻薬の自己管理マニュアル～介護従事者の

役割～ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001245825.pdf 

以上 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

日本医師会医療技術課 (担当：木内) 

TEL 03-3942-6478 FAX 03-3946-2140 

E-mail igika@po.med.or.jp 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001245820.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001245822.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001245825.pdf
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日本医師会
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厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課

医療用麻薬適正使用ガイダンスの改訂等について

今般、下記ガイダンス等を作成しましたので、関係者への周知にご配慮いただきま

すようよろしくお願いいたします。

記

・医療用麻薬適正使用ガイダンス

　

令和６年

・がんの痛みの治療における医療用麻薬の自己管理マニュアル～医療従事者の役割～

・がんの痛みの治療における医療用麻薬の自己管理マニュアル～介護従事者の役割～

以上
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返信用 FAX 用紙 
（医療用麻薬適正使用ガイダンス等冊子の送付希望） 

※送付をご希望されない場合は、返信不要でございます。 

【送付先】  

宛先：日本医師会医療技術課  行  （担当：木内）  

FAX：03-3946-2140 

E-mail：  igika@po.med.or.jp 

TEL：03-3942-6478 

 

【ご送付先】  

都道府県医師会名  医師会    

担当者所属  課    

担当者氏名  様    

連絡先 メールアドレス、または電話番号をご記入ください。 

※ご返信内容について、ご確認のご連絡をする場合がございます。 

 

 

【冊子送付のご希望】  ※各冊子 2 部までのご送付となります。 

冊子名（3種類） 希望数 

医療用麻薬適正使用ガイダンス 令和 6年 
部  

がんの痛みの治療における医療用麻薬の自己管理マニュアル 

～医療従事者の役割～ 部  

がんの痛みの治療における医療用麻薬の自己管理マニュアル 

～介護従事者の役割～ 部  

※大変恐れ入りますが、印刷物のご提供は貴都道府県医師会に限らせていただきますこと

をご了承ください。 

以上  


